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令和 5年度 第 1回 日野市男女平等推進委員会 要点録 

日 時 令和 5年 4月 26日（水） 午後 6時 30分～8時 20分 

場 所 ふれあい館 3-3集会室 

出席者 須賀委員、寺田委員、田中委員、林委員、橋本委員、清水委員、飯田委員、本間委員、

山田委員 

事務局 

欠席者 野原委員 

次 第 １ 報告 

（１）男女平等苦情処理相談員の委嘱について（資料 1） 

（２）日野市表現に関する指針について（資料 2） 

（３）日野市パートナーシップ制度概要（参考資料） 

２ 議題 

（１）第 4次日野市男女平等行動計画 令和 4年度評価の実施について 

*市民評価委員は令和 4年度より継続 

（２）第 5 次日野市男女平等行動計画の策定に向けたスケジュール・審議事項につい

て （資料 3-1、3-2、別紙、参考資料） 

配布資料 【資料 1】男女平等苦情処理相談員の委嘱について（報告） 

【資料 2】日野市 表現に関する指針（案） 

【資料 3-1】第５次日野市男女平等行動計画の策定について 

【資料 3-2】第 5次日野市男女平等行動計画策定スケジュール(案) 

【別紙】男女平等推進委員会議題等について 

【参考資料】日野市パートナーシップ制度概要 

開会 司会より欠席者報告、会議に先立つ確認 

次第 

1-（１） 

男女平等苦情処理相談員の委嘱について（資料 1） 

事務局より資料１に沿って説明。 

日野市すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合う条例（以下、略称「日

野市ジェンダー平等条例」）第１２条の規定に基づき、苦情相談員を２名委嘱。任期は

令和 5年 4月１日～令和 6年３月 31日。 

質疑・意見 なし。 

次第 

1-（2） 

日野市表現に関する指針について（資料 2） 

事務局より資料２に沿って、主に、前回の推進委員会（令和5年 1月 12日実施）にて

ご意見をいただいた箇所や、法改正等によるアップデートが必要な箇所について修

正を行った点について説明。（修正箇所は資料のコメント箇所参照。） 

行動指針と一緒にするとボリュームが多くなってしまうので、表現指針と一緒には組

み込まず、今回は日野市表現に関する指針のみを刷新します。 

行動指針を表現指針に入れるのか、行動指針とは別に策定するかは、精査してから回
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答します。 

質疑・意見 【質問】<委員> 

最終ページの「供覧」について、どのように使う想定でいるのか。 

【回答】＜事務局＞ 

刷新後は各所属において、全員に回覧してもらうことを想定しています。庁内の情報

共有用のシステム（書庫）に掲示し、チラシや冊子等を作成する際に参考にしてもらい

ます。主に各ページのイラストや P14 の 4 の言葉に関する表現について重点的に確

認してもらいたいと考えています。 

 

【質問】 ＜委員＞ 

日野市表現に関する指針は HPに載せる予定はあるのか。 

【回答】 

日野市内の事業者にも参考にしてほしいので、HPに掲載予定です。 

 

【質問】 ＜委員＞ 

市内のチラシなどで表現に問題があるという市民からの問い合わせが来た場合、苦

情処理相談の申出書の提出で対応可能なのか。 

【回答】 

苦情処理相談の申出書の提出で対応できます。強制力はありませんが、そのチラシの

発行元に改善をお願いすることはあります。 

 

【意見】 ＜委員＞ 

表現指針を使いやすくするために、チェック表などを A4 サイズの紙 1 枚程度で、

10-15項目ほどで作ってはどうか。 

【回答】＜事務局＞ 

冊子の供覧ページの後ろ等に入れることを検討します。 

 

【意見】<委員> 

都内で統一した指針はあるのか。指針について話し合えるような場はあるのか。 

統一見解があると、良いと思う。 

【回答】＜事務局＞ 

統一した指針は特になく、また指針を議論する場も特段ありません。各市各々で指針

を策定しているため、完全に一致した内容ではありませんが、記載事項に共通した部

分も多いと思われます。各市区の指針を参考に、ブラッシュアップしてまいります。 

次第 

1-（3） 

日野市パートナーシップ制度概要（参考資料） 

事務局より参考資料に沿って、制度の趣旨・検討過程、対象要件、今後の検討課題に

ついて説明。 

質疑・意見 【意見】<委員> 

パートナーシップ制度を利用した人は何組いるのか。 
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【回答】＜事務局＞ 

一組です。 

 

【質問】 ＜委員＞ 

参考資料の 3.今後の検討事項については、当事者の声を聴くことが大切だと考え

る。当事者からファミリーシップ制度を求める直接の要望は受けているのか。 

【回答】＜事務局＞ 

事務局に対して、当事者から直接要望はありませんが、都内では、パートナーシップ制

度からファミリーシップ制度に変更している自治体もあります。このような動向等を

踏まえ、第 5 次日野市男女平等行動計画において検討するよう準備を進めてまいり

ます。 

 

【質問】<委員> 

パートナーシップ制度の手引き等は全戸配布する等したのか。周知の方法にはどのよ

うな工夫をしたのか。 

【回答】＜事務局＞ 

３月にチラシを市の各施設に配架、3/1 号広報にて周知しました。市ホームページに

て手引き等を掲載しており、広報及びチラシに市ホームページの QR コードを載せる

形でお知らせしました。必要としている当事者にお知らせできるよう、引続き、周知に

ついて努力が必要だと考えています。 

 

【質問】＜委員＞ 

（1）病院で日野市パートナーシップ宣誓証明書等は使えるのか。 

（2）制度の対象者に事実婚などを含めたほうが、利用したい方が増えるのではない

か。 

【回答】＜事務局＞ 

（1）日野市は市立病院を抱えておりますので、まずは市立病院にてパートナーの方で

も事務手続きの代位手続きが可能になるよう対応しました。 

協定を結んでいるので都立病院も対応可能です。 

（2）第5次計画を作るための市民アンケート項目にも入れ、市民の要望を聞きながら

検討してまいります。 

 

次第 

2-（1） 

第 4次日野市男女平等行動計画 令和 4年度評価の実施について 

事務局より評価の実施スケジュール等の説明。 

質疑・意見 なし。 

次第 

2-（2） 

第 5次日野市男女平等行動計画の策定に向けたスケジュール・審議事項について 

 （資料 3-1、3-2、別紙、参考資料） 

資料 3-1、3-2、別紙、参考資料を使って、第 5次日野市男女平等行動計画の策定方

法・ポイント・スケジュール等について事務局より説明。 
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質疑・意見 

 

【意見】＜委員＞ 

現在進行中の第４次日野市男女平等行動計画の推進状況に関する改善点等「足取り」

について第５次日野市男女平等行動計画に明記した方が良いと思う。 

【意見】＜委員＞ 

PDCAサイクルの「C（チェック）」の部分を新しい計画に反映することが大切。 

【回答】＜事務局＞ 

資料 3-1（1）策定方法でお示しした、第５次日野市男女平等行動計画を策定するうえ

での 4つのポイントの①に第 4次日野市男女平等行動計画評価結果があります。「C

（チェック）」＝第 4 次日野市男女平等行動計画評価結果であり、このポイントを押さ

えて第５次計画を策定する予定です。また、ポイントの④にあげた「国・都等の動向」に

関する最新情報についても、反映しながら策定を進めてまいります。 

 

【質問】＜委員＞ 

（1）令和8年度から第5次計画で推進する事業を実施することになると思うが、各課

の予算編成はどうなっているのか。 

（2）昨年度の市民評価をする中で、課によっては達成できていない目標もあった。未

達成なのは予算上未執行だったのか。 

【回答】＜事務局＞ 

（1）令和 8 年度の予算は令和 7 年の 9 月下旬頃より決めることになります。6 月に

素案の計画が決まれば、秋の予算編成に間に合います。 

（2）事業の実施状況に対する評価であり、予算がついていない事業もあるので、必ず

しも、評価が低い事業が未執行というわけではありません。予算によらず、取り組み

の評価をしてもらっています。 

 

【質問】＜委員＞ 

パブリックコメントに出す資料はどのようなものか。 

【回答】＜事務局＞ 

第４次日野市男女平等行動計画の際は、素案を資料として提出します。 

なお、第４次日野市男女平等行動計画のパブリックコメントの結果や資料について

は、日野市ホームページに記載されています。 

【質問】＜委員＞ 

冊子となるとページ数が多いが、意見は何件あったのか。 

【回答】＜事務局＞ 

１団体、１３件のご意見を受け付けています。 

【質問・意見】＜委員＞ 

（1）第４次日野市男女平等行動計画で実施したアンケートと同じ質問を、第 5 次日野

市男女平等行動計画作成時も質問として入れるのか。基本的な質問を続けることも

大切だと思う。 

(2)アンケートは量的調査を実施するのか。学習的な調査方法（市民を巻き込むワー
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クショップのような形など）を取り入れるとよいと思う。 

【回答】＜事務局＞ 

（1）継続して調査を行うことが大切なので、量的調査は続ける予定です。 

（2）詳しくは、次回の会議で議題とする予定です。量的調査をベースに、学習的な調

査方法も取り入れられると良いと考えています。 

 

【意見】 ＜委員＞ 

アンケートについてだが、QR コードで回答する、LINE で質問を流すこと等も検討し

てもいいのでは。 

【回答】＜事務局＞ 

参考にさせていただきます。 

 

【質問】 ＜委員＞ 

他市のアンケート項目などの情報は入手しているのか。 

【回答】＜事務局＞ 

情報収集しています。 

次回 ＜事務局より説明＞ 

日 時：令和 5年 7月 13日(木) 18：30～ 

会 場：多摩平の森ふれあい館 集会室 3-1・2 

 

次回の委員会は上記の日程となります。 

開催日が近くなりましたら、事務局よりメールにて詳細のご連絡をさせていただきま

す。 

 


